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                                   No.6  2001 年 8 月 3 日          
                                               

                 高すぎるユーロの外国送金手数料規制へ                                                   

                                                                                                         

                                                  上席研究員 田中 和子                     
 

 2002 年 1 月 1 日にはいよいよユーロの紙幣･コインが登場し、約 2 ヶ月後にはこれま

でのユーロ圏各国通貨は回収される。欧州委員会は円滑な転換とユーロへの信頼確保の

ため、各国当局とともに市民への周知徹底に余念がないが、こうしたなか少額のユーロ

のクロスボーダー銀行送金手数料が高すぎるとの批判が高まっている。 
 
 欧州委員会が今年 3 月に調査したところ、国境を超える 100 ユーロの送金には平均

17.63 ユーロと高額の手数料が課されていることが判明した(99 年の 17.10 ユーロから若

干増加)。国による差も大きくルクセンブルグの平均 8.71 ユーロに対し、ポルトガルで

の手数料は平均 31.04 ユーロにも達する。 EU 指令で禁止されている支払人、受取人双

方への二重徴求さえあり、また、窓口よりコストがかからないとみられる ATM での引

出も 4.17 ユーロと過去 2 年間にむしろわずかながら上昇した。ユーロはクロスボーダ

ー取引を促進し単一市場をより効率化するために導入されたにもかかわらず、こうした

高額の銀行手数料はクロスボーダー取引の障害になりかねない。 
 
 欧州委員会は、これまでも銀行に手数料引下げを求めてきたが、ついに 7 月 24 日、

EU 域内におけるユーロでの外国送金手数料を国内送金と同額とすることを義務付ける

規制を提案した。その内容は、5 万ユーロ以下の取引について、(1)2002 年 1 月 1 日か

ら ATM からの引出し手数料を国内外で同じにする、(2)2003 年 1 月 1 日からは銀行間の

振込や小切手手数料も内外同じとする―というものである。この規制は EU 法案という

形で提案されたことから、成立すれば EU 全域で拘束力をもつが、同案の成立には欧州

議会と欧州理事会の承認が必要である。ただし、外国送金手数料が国内に比べて高くな

る背景には、各国間の異なる決済制度による技術的な側面に加え、国際収支上の報告と

いった行政的理由から外国送金の自動化が進んでいないといった面も指摘されている

ため、委員会は同時に国際銀行勘定番号(IBAN)や銀行認識コード(BIC)の利用および報

告義務免除限度の設定なども提案している。こうした欧州委員会の動きに対して、欧州

銀行連盟(EBF)は、欧州の統一決済システムが創設されない限り、規制は国内コストを

引き上げることになると批判的である。 
 
 ユーロ銀行協会(EBA)は昨年 11 月に約 100 行の参加をもとに「STEP1」と呼ばれる少

額送金決済システムを構築し、今年 6 月には数千行が決済制度利用料金引下げに合意す

るなど、銀行も送金コスト引き下げに乗り出している。しかし、欧州の統一システム構
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築には時間と費用がかかり、導入は 2005 年近くになると見られる。ユーロ圏の消費者

が単一通貨の恩恵を実感できるまでにはまだ課題が多いようだ。 
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